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一

 　　1 

 

一
　
概
説

 
１
　
協
定
の
成
立
経
緯

政
府
は
、
欧
州
連
合
か
ら
の
要
望
及
び
我
が
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
航
空
関
係
の
現
状
を
踏
ま
え
、
欧
州
連
合
と
の
間
で
我
が
国
と
欧
州
連
合
構
成
国

と
の
間
の
二
国
間
航
空
協
定
の
特
定
の
規
定
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
を
行
い
、
令
和
四
年
（
二
千
二
十
二
年
）
四
月
に
協
定
案
文
に
つ
い

て
実
質
的
な
合
意
に
達
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
二
月
二
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
、
我
が
方
欧
州
連
合
日
本
政
府

代
表
部
正
木
大
使
と
先
方
欧
州
連
合
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
代
表
部
ダ
ニ
エ
ル
ソ
ン
大
使
及
び
コ
ー
ネ
リ
ス
欧
州
委
員
会
運
輸
総
局
航
空
局
長
と
の
間
で
こ
の

 

協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

 

２
　
協
定
締
結
の
意
義

　
こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
既
存
の
二
国
間
航
空
協
定
の
特
定
の
規
定
を
我
が
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
航
空
関
係
の
現
状

(1)

 

を
踏
ま
え
た
内
容
と
す
る
こ
と
で
、
航
空
関
係
の
安
定
的
な
発
展
に
向
け
た
基
盤
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
よ
り
円
滑
な
定
期
航
空
業
務
の
実
施
が
確
保
さ
れ
、
航
空
分
野
に
お
け
る
協
力
が
一
層
強

(2)

 

化
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

 

二
　
協
定
の
内
容

 

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
八
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

１
　
定
義
（
第
一
条
）

 

こ
の
協
定
に
お
け
る
「
締
約
者
」
、
「
構
成
国
」
及
び
「
当
事
国
」
の
定
義
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

 

２
　
二
国
間
航
空
協
定
の
対
応
す
る
規
定
に
代
え
て
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
二
条
）

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
構
成
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
の
特
権
等
の
取
消
し
等
に
関
す
る
権
利
の
条
件

と
し
て
、
当
該
航
空
企
業
の
過
半
数
の
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
構
成
国
若
し
く
は
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
国
又
は
こ
れ
ら
の
国
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い

こ
と
等
を
規
定
し
（
第
二
条
２
）
、
そ
の
規
定
は
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
対
応
す
る
規
定
に
代
え
て
適
用
す
る
こ
と
を
規

 

定
し
て
い
る
。



二

 　　2 

 

３
　
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
の
言
及
（
第
三
条
）

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
当
該
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る

 
と
き
は
、
当
該
構
成
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
了
解
す
る
こ
と
等
を
規
定
し
て
い
る
。

 

４
　
附
属
書
の
位
置
付
け
（
第
四
条
）

 

附
属
書
は
、
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

 

５
　
改
正
、
効
力
発
生
及
び
終
了
（
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
）

 

こ
の
協
定
の
改
正
、
効
力
発
生
及
び
終
了
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

 

６
　
正
文
（
第
八
条
）

こ
の
協
定
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
ク
ロ
ア
チ
ア
語
、
チ
ェ
コ
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
英
語
、
エ
ス
ト
ニ

ア
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ラ
ト
ビ
ア
語
、
リ
ト
ア
ニ

ア
語
、
マ
ル
タ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
よ

 

り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
こ
と
並
び
に
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
協
定
が
交
渉
さ
れ
た
言
語
の
本
文
に
よ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

 

７
　
附
属
書
（
附
属
書
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
ま
で
）

 

　
こ
の
協
定
に
関
連
す
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
を
掲
げ
て
い
る
（
附
属
書
Ⅰ
）
。

(1)
　
第
二
条
２
の
規
定
が
代
わ
り
に
適
用
さ
れ
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
対
応
す
る
規
定
等
を
掲
げ
て
い
る
（
附
属
書

(2)

 

Ⅱ
）
。

　
第
二
条
２
に
規
定
す
る
国
と
し
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
公
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
及
び
ス
イ
ス
連
邦
を
掲
げ
て
い
る
（
附
属
書

(3)

 

Ⅲ
）
。

 

　
第
三
条
に
関
連
す
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
規
定
を
掲
げ
て
い
る
（
附
属
書
Ⅳ
）
。

(4)

 

三
　
協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。


